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第２次改訂にあたって

　近年、保護者や社会の意識も変わってきて、学校でも多様な問題が発生する
ようになってきた。学校にいる子どもたちや教職員と教育活動を守り、それら
の問題に対応できる法的な知識がますます教職員に求められるようになってき
ている。
　そうした状況に対応でき、かつコンパクトにわかりやすくまとまった教育法
規の入門書として、校務や管理職試験、採用試験に必要なポイントのみに絞っ
てまとめたのが本書である。現場の教職員、管理職の方々にとって役立つもの
になることを願っている。
　このたびの第２次改訂にあたっては、学校教育法の改正による義務教育学校
制度の創設や事務職員の職務規定の改正、教育公務員特例法の改正による中堅
教諭等資質向上研修の導入や教員としての資質の向上に関する指標と教員研修
計画の策定、地方教育行政法の改正による共同学校事務室の規定整備などに対
応した改訂を行った。
　また、障害者差別解消法の施行、労働安全衛生法の改正などについても取り
上げたほか、統計的なデータ等について最新の数値とするなどの見直しを行っ
ている。
　本書に関わってくださった多くの方々、とくに学陽書房の山本聡子氏、河野
史香氏、福井香織氏に感謝申し上げる。

　平成30年３月31日

編者　窪田眞二
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◆ 教育法規の体系
　日本の教育法規は、下図のようになっている。図の左の方が上位法、右に行
くにつれて下位に位置づけられる。制定法（成文法）の国家法令のなかで、法
律（学校教育法など）、政令（学校教育法施行令など）、省令（学校教育法施行
規則など）、告示（教科用図書検定基準など）に基づいて、各地方公共団体が
定める自治法令である条例が定められる。告示等はそれ自体としては法的な拘
束力をもたないが、根拠となる法令（省令など）により、法的な効果が発生す
ることがある。
　法律改正が行われると、それに伴って、政令や省令が改正される。併せて、
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日本では学校教育の運営について細部まで法規により規定され
ている。その教育法規の基本的な体系を知っておこう。
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各地方公共団体の条例や規則（教育委員会規則、学校管理規則）も改正される。
◆ 教育に関わる法規の現状
　教育に関わる法規は、近年大きな変化を経てきている。
　教育基本法が、1947（昭和22）年に制定されて以来初めて59年ぶりに2006（平
成18）年に全面的に改正されたことをはじめ、2007（平成19）年には、「教育
三法の改正」と通称された、学校、教育行政そして教員に関わる大きな法律の
改正があった。それらの改正に伴って、省令改正も行われている。とくに学校
教育法施行規則（省令）は、戦後140回以上改正されてきた。2007（平成19）
年12月の改正では、条文番号の付け直しが行われ、この時の改正で新たに追
加された条文はなかったにもかかわらず、同規則の本則部分だけで条文数は従
来の 2倍を超える191条となった。
◆ 教育に関わる法規の制定･改正動向
　教育三法には、学校教育法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（地
教行法）、教育職員免許法（教免法）そして教育公務員特例法（教特法）が含
まれる。教免法と教特法の改正は１つの法案として出されたので「三法」とい
われる。
　これらの教育法令の改正に伴って、各地方公共団体の教育委員会が定める学
校管理規則（○○立学校の管理運営に関する規則など）の改正が行われている。
また、規制改革や地方分権改革を反映して、過去15年ほどの間に、学校管理
規則の見直しが進んでいるので、留意すべきであろう。
　どのような法令が、どのような位置づけにあるかを踏まえて、管理職試験や
教員採用試験で出題されることの多いいくつかの法律について、次ページから
それらの最近の動きを紹介する。
　とくに、学校保健法を改称した学校保健安全法は、近年の教育政策のキーワ
ードともいえる「学校での安全・安心」に大きな関わりがあるので取り上げて
いる。小学校と中学校の学校設置基準は2002（平成14）年に制定されたもの
であるが、それまで未制定であったので、概説している。



◆ 教育基本法の改正
　教育基本法は、2006（平成18）年に1947（昭和22）年制定後初めて改正さ
れた。改正までの経緯を見ると、2000（平成12）年12月22日に教育改革国民
会議が報告書「教育を変える17の提案」のなかで教育基本法の見直しと教育
振興基本計画の策定の必要性を提言し、これを受けた文部科学大臣の諮問に基
づいて、中教審は、2003（平成15）年 3 月20日「新しい時代にふさわしい教
育基本法と教育振興基本計画の在り方について」を答申した。これを受け、
2006年、政府により教育基本法改正案が国会に提出され、新しい教育基本法
が成立した。
◆ 規定の変更点
（1）理念・目的・目標
　前文では新たに「公共の精神」の尊重、「豊かな人間性と創造性」「伝統の継
承」を規定している。一方で旧法前文にあった憲法と教育基本法との関係を明
示した部分が削除された。教育の目的（第１条）では、「個人の価値」「自主的
精神に充ちた」が削除され、教育の目標（第２条）のなかの項目として規定さ
れた。この教育の目標は旧法の教育の方針に代わる新設条文であり、「公共の
精神」「生命、自然、環境」等の目標項目とともに、「我が国と郷土を愛すると
ともに、他国を尊重」する態度を養うことが目標として規定された。
（2）教育の機会均等・義務教育
　教育の機会均等（第４条）では、障害のある者が十分な教育を受けられるよ
う、教育上必要な支援を講ずべきことが追加規定された。義務教育（第５条）
では、「９年の普通教育」が削除され、別に法律で定めると規定された。これは、
将来的に年限の延長の可能性も視野に入れたものとされている。また、義務教
育で「各個人の有する能力を伸ばしつつ」との文言が追加され、これに続いて
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他の学校教育法等の教育関連法を定める上での基本を定めている、準憲法的な
性格の法律。

1 教育基本法
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「社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者とし
て必要とされる基本的な資質を養うこと」が義務教育の目的として規定された。
（3）学校教育・教員
　第 6 条第 2 項において、教育を受ける者が「学校生活を営む上で必要な規律」
と「自ら進んで学習に取り組む意欲を高めること」を重視するとの規定が盛り
込まれた。旧法では学校教育について規定した条文中に含まれていた教員の身
分についての規定を独立させたほか、「教員の身分は尊重され、その待遇の適
正が期せられなければならない」という文言に、「養成と研修の充実が図られ
なければならない」が追加規定された。
（4）教育行政
　旧教育基本法第10条の「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体
に対し直接に責任を負って行われるべきもの」が、新教育基本法第16条では「教
育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところに
より行われるべきもの」という表記となった。旧法第10条で解釈上の争点で
あった「諸条件の整備確立を目標として行われなければならない」は条文から
なくなった。一方、「不当な支配」の主体については、「国会において制定され
る法律に定めるところにより行われる教育が不当な支配に服するものではない
ことを明確にした」ものと政府により説明されている。
◆ 新設・廃止された条文
　以上の主な変更点のほかに、新設された条文は次のとおりである。
（1）生涯学習の理念（第３条）、（2）大学（第７条）、（3）私立学校（第８条）、
（4）家庭教育（第10条）、（5）幼児期の教育（第11条）、（6）学校、家庭及び
地域住民等の相互の連携協力（第13条）、（7）教育振興基本計画（第17条）。
　唯一廃止された条文は、男女共学（旧法第5条）である。



　学校教育法は、1947（昭和22）年制定以来、幾度となく改正されてきた。
　最近では、2004（平成16）年の栄養教諭制度の創設、2005（平成17）年の
大学等の教員の職名に関する改正と短期大学士の学位創設、2006（平成18）年
の児童生徒等の障害の重複化に対応した適切な教育を行うために盲・聾・養護
学校から障害種別を超えた特別支援学校とするなどの改正が行われている。
2007（平成19）年には４つの点で大きな改正が行われた。
◆ 各学校種の目的及び目標の見直し等
　2007年改正では、新教育基本法の教育理念を踏まえて、新たに義務教育の
目標を定め、幼稚園から大学までの各学校種の目的・目標が新しくなった。ま
た、学校種の規定順が、従来は幼稚園を最後に挙げていたが、これを最初に規
定した。
　学校の目的・目標については、これまで各学校種ごとに規定していたが新教
育基本法第５条第２項に規定する目的を実現するために、「義務教育として行
われる普通教育」の目標として一括して規定し、小学校については、「義務教
育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すこと（第29条）」、中学
校については、「義務教育として行われる普通教育を施すこと（第45条）」を
目的とするとした。
　幼稚園については、「義務教育及びその後の教育の基礎を培うもの（第22条）」
としての位置づけが明確化された。
　なお、高等学校については、改正前は「高等普通教育及び専門教育」と規定
されていた文言が「高度な普通教育及び専門教育（第50条）」と改正された。
◆ 副校長その他新しい職の設置
　同改正では、また、学校における組織運営体制や指導体制の確立を図ること
を目的として、幼稚園、小中学校等に副校長（副園長）、主幹教諭、指導教諭
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幼稚園から大学までのすべての学校のしくみについて規定した基本的な法律。

2 学校教育法
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という職を置くことができることとなった（第27・37・49・62・70条）。その
職務は、表のように規定された。
◆ 学校評価と情報提供に関する規定の整備
　同改正では、小学校等の設置基準に2002（平成14）年に設けられた学校評
価に関わる規定が法律に格上げされ、学校は学校評価を行い、その結果に基づ
き学校運営の改善を図ることにより、教育水準の向上に努めなければならない
と規定された（第42条）。併せて、学校は、保護者等との連携・協力を推進す
るため、学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとすると規定さ
れた（第43・49・62・70条）。
◆ 大学等の履修証明制度
　2007（平成19年）には、社会人等を対象とした特別の課程（教育プログラム）を
履修した者に対して大学等が証明書を交付できることが規定された（第105条）。
◆ その他の主な改正
　2014（平成26）年には、大学改革を学長のリーダーシップのもとに促進さ
せるために、大学運営における学長の権限を強化する改正が行われた。
　また、2016（平成28）年４月１日に施行された改正法では、新しい学校種
として小中一貫教育を行う義務教育学校を設置することができることとなっ
た。
　さらに、学校の事務職員が広い視点で校務運営を補佐できるよう職務規定の
改正が2017（平成29）年４月１日施行で行われた。これは、「チームとしての学
校」を進めて学校のマネジメント機能の強化を図ることがねらいとされている。

● 2007（平成 19）年に設置された職

副校長（副園長）＝�校長（園長）を助け、命を受けて校務（園務）をつかさどる
主　幹　教　諭＝�校長（園長）／副校長（副園長）及び教頭を助け、命を受け

て校務（園務）の一部を整理するとともに、児童生徒の教育
（幼児の保育）をつかさどる

指　導　教　諭＝�児童生徒の教育（幼児の保育）をつかさどるとともに、他の
教諭等に対して、教育指導（保育）の改善・充実のために必
要な指導・助言を行う


